
宜野湾市立中央公民館定期利用団体の登録等に関する要領 

 

 （趣旨） 

第１条 この要領は、社会教育法（昭和 24 年法律第 207 号。以下「法」という。）第 20 条の趣旨に則り、社会

教育の一環として定期的かつ継続的に学習活動をおこなう団体に対し活動の振興を図るため、宜野湾市

立中央公民館（以下「公民館」という。）を定期利用する団体（以下「サークル」という。）の登録等に

ついて、必要な事項を定めるものとする。 

 （登録の基準） 

第２条 サークルの登録に必要な基準は、次のとおりとする。 

(１) 会員数が 10人以上、かつ過半数が宜野湾市内に在住、在勤又は在学していること。 

(２) 代表者を置き、会則又は規約等を備えていること。 

(３) 代表者は、成人かつその会員であること。 

(４) 活動のための経理が明らかであること。 

(５) 市民に広く開かれていること。 

(６) サークル活動の成果を、地域貢献活動などをとおして、社会に還元できること。 

(７) 宜野湾市立中央公民館サークル連絡協議会（以下「協議会」という。）会則第３条に基づき、協議会に

加入すること。 

(８) 会員の資質向上に努め、協議会及び公民館が主催する行事に積極的に参加できること。 

(９) 会員から徴収した会費は、主たる活動費に充てること。 

(10) 講師や指導者への報酬は、原則無償とする。ただし、謝礼金を支払う場合は、公民館が主催する講座の

講師謝礼金の額に準ずるものとする。 

(11) 講師や指導者が自らサークルを主宰する場合は、金品その他活動に起因する対価を得ることがないこと。  

 （登録の申請） 

第３条 サークルの登録を希望する団体は、宜野湾市立中央公民館定期利用団体登録申請書（様式第１号）に次

の書類を添えて、教育長に申請するものとする。 

(１) 団体の会則又は規約 

(２) 団体役員・会員名簿（様式第２号） 

(３) 年間事業・活動計画書（様式第３号） 

(４) 団体紹介資料（様式第４号） 

(５) その他必要と認める書類 

２ 登録の申請期間は、定期利用をしようとする前年度の２月１日から２月末日までとする。 

３ 前項の規定に関わらず、サークルの施設利用に空きがある場合は、公民館の公募により随時申請することが

できる。 

（登録証の交付） 

第４条 教育長は、前条に規定する申請の内容を審査し、第２条に定める登録基準に適合していると認めるとき

は、当該申請のあった団体をサークルとして登録するとともに、宜野湾市立中央公民館定期利用団体登録決定

通知書（様式第５号）により通知するものとする。 

２ 第３条の申請において施設利用が重複する団体があるときは、調整を行うものとする。その際の優先順位は

次のとおりとする。 

（１） 前年度に地域貢献活動実施数の多いサークル 

（２） 新たに立ち上げたサークル 

 



 （登録の効果） 

第５条 サークルは、次の各号の適用を受けることができる。 

 (１) 優先して施設利用することができる。ただし、次に該当するときは、この限りではない。 

  ア 本市又は本市教育委員会が主催又は共催する事業があるとき。 

  イ 本市教育委員会より社会教育団体育成補助金の交付を受けている団体が、法 20 条に規定する目的のた

めに利用するとき。 

ウ 県または市全域を対象とした公益性及び教育性の高い催事の利用があるとき。 

エ その他特に教育長が必要と認めたとき。 

 (２) 宜野湾市立中央公民館の設置、管理及び職員に関する条例施行規則（昭和 59年教育委員会規則第１号）

第 11条に規定する使用料の減免を受けることができる。 

 (３) 公民館が発行する「サークル一覧表」に登録することができる。 

 (４) 社会教育に関する情報の提供を受けることができる。 

 (５) その他、活動に関する相談及び助言等の援助を受けることができる。 

（登録の有効期間） 

第６条 登録の有効期間は、登録の日から登録年度の末日までとする。ただし、特別な事情がある場合は、その

限りでない。 

（登録の変更等） 

第７条 第３条第１項に規定する申請書の内容に変更があった場合は、速やかに宜野湾市立中央公民館定期利用

団体登録（変更・取消し）届（様式第６号）を教育長に提出するものとする。 

（登録の取消し） 

第８条 教育長は、サークルが次の各号のいずれかに該当する場合は、登録の取消し又は定期利用の停止をする

ことができる。 

 (１) 解散又は第２条に定める登録基準に適合しなくなったとき。 

 (２) 虚偽の申請によりサークルの登録を受けたとき。 

 (３) 公民館の施設利用条件に反し、又は公民館の施設利用に関する所定の手続き等を故意に怠る等、サーク

ルとしてふさわしくない行為等があったと認められたとき。 

 （施設の利用） 

第９条 公民館の施設を利用する際は、次の各号を順守しなければならない。 

（１） 準備、片付けを利用時間内で行うこと。 

（２） 活動で使用する私物は施設内に保管せず、持ち帰ること。 

 （緊急事態発生時） 

第 10 条 サークルは、施設利用時に、火災、急病人、その他緊急事態・異常事態が発生した場合、速やかに会

員の安全を確保するとともに、消防署、警察署、職員、警備員等に通報し、被害の防止に協力しなければ

ならない。 

２ サークルは、前項を実施できるよう、教育委員会の実施する避難訓練等に積極的に参加しなければならない。 

 （委任） 

第 11条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。 

 

   附 則 

この要領は、公布の日から施行する。 


